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令和７年度外国人受入・定着支援業務 企画提案募集要領 

１ 業務名 

  令和７年度外国人受入・定着支援業務 

 

２ 提出書類 

⑴ 企画提案への参加意思確認書（企画提案様式２） 

 ⑵ 企画提案提出書（企画提案様式３） 

 ⑶ 企画提案書（Ａ４版）・・・・・・12 部 

 ⑷ 「企画提案の概要」（企画提案様式４） 

 

３ 業務内容 

  令和７年度外国人受入・定着支援業務 企画提案仕様書のとおり 

 

４ 履行期間  
  契約締結日から令和８年３月 31 日まで 

 
５ 予算額 

⑴ 事例集デザイン・印刷あり：36,419 千円（税込） 

⑵ 事例集デザイン・印刷なし：35,530 千円（税込） 

 

６ 選定方法及び選定数 

 ⑴ 事業を受託する事業者（以下「受託者」という。）は、企画提案（プロポーザル）方

式により選定するものとする。 

 ⑵ 応募のあった事業者（団体等を含む。）の企画提案書を、「令和７年度外国人受入・

定着支援業務企画競争実施委員会」（以下「委員会」という。）において審査のうえ（企

画提案書の提出者が５者以上の場合は書面審査を実施し、上位４位までの企画提案を

選定）、２者を選定する。 

 
７ 応募資格 

⑴ 応募者の範囲 

この企画提案に応募できるのは、民間企業、ＮＰＯ法人、公益法人その他の法人及

び法人以外の団体並びに個人（以下「団体等」という。）とする。 

⑵ 応募者の条件 

次の全ての条件に該当する団体等のみ、応募することができる。 

ア 札幌市内に活動拠点（本社又は営業所等）を有しているもの 

イ 地方自治法施行令第 167 条の４の規定に該当しないもの 

ウ 企画提案書の提出期限において、札幌市競争入札参加停止等措置要領の規定に基 

づく参加停止の措置を受けていないこと 
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エ 企画提案書の提出期限において、令和４～７年度札幌市競争入札参加資格者名簿

（物品・役務）に登録されているもの 

オ 札幌市の契約規則に基づく契約者としての不適格要件に該当しないもの 

カ 札幌市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していないもの 

キ 会社更生法による更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法による 

再生手続開始の申し立てがなされている者（手続開始の決定後の者は除く。）等経営 

状態が著しく不健全な者でないこと 

ク 同一の企画競争において、事業協同組合等の組合と当該組合員とが同時に参加し 

ていないこと 

ケ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2条第 1項第 2号の 

規定によるもの）に該当しないもの。又は暴力団の構成員、暴力団の構成員でなく 

なった日から 5 年を経過しないものが経営、運営に関係しないもの。 

コ 政治団体（政治資金規正法第３条の規定によるもの）に該当しないもの 

サ 宗教団体（宗教法人法第２条の規定によるもの）に該当しないもの 

シ 企画提案方式による応募を行う時点において、法令に違反する事実がなく、かつ、 

事業を実施する時点において法令に違反しないことが確実であると認められること 

  ス 企画提案書の提出期限において、出入国在留管理庁の公表する「登録支援機関登

録簿」に記載されていること。 

  セ 企画提案書の提出期限において、職業安定法による有料職業紹介事業の許可を受

けていること。 

⑶ 共同企業体（ＪＶ）の参加について 

   複数企業による共同企業体（ＪＶ）での応募は認めない。 

 

８ 企画提案に係るスケジュール 

 ⑴ 企画提案募集に関する公示（市ＨＰに掲載）        令和７年２月 10 日（月） 

 ⑵ 事業実施に関する質問の受付  令和７年２月 10 日（月）～令和７年２月 14 日（金） 

⑶ 企画提案への参加意思確認書の提出締切日        令和７年２月 25 日（火） 

⑷ 企画提案書の提出締切日                令和７年３月３日（月） 

   企画提案書の提出者が５者以上の場合は、企画提案書の書面審査を実施する。結果

については、企画提案書の提出者に令和７年３月 14 日（金）付で通知を行う。 

   ５者未満の場合は書面審査（１次審査）は実施せず、プレゼンテーションの開始時

間等についての通知を行う。 

 ⑸ 【５者以上の場合】企画提案書の書面審査       令和７年３月 13 日（木） 

 ⑹ 【５者以上の場合】書面審査の結果通知        令和７年３月 14 日（金） 

 ⑺ プレゼンテーションの実施              令和７年３月 25 日（火） 

 ⑻ 選定事業者等の発表                    令和７年３月下旬 

 ⑼ 契約締結予定日                      令和７年５月中旬 
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９ 事業に関する質問受付及び回答 

  本事業の企画提案に関する質問については、「質問書」（企画提案様式１）にて行うこ

と。電子メールで「質問書」を受け付ける。質問内容を簡潔に記載するほか、件名は、

「令和７年度外国人受入・定着支援業務企画提案に係る質問」とすること。 

 ⑴ 質問受付 

  ア 受付期間 

    令和７年２月 10 日（月）～令和７年２月 14 日（金）12:00【必着】 

  イ 提出先 

    札幌市経済観光局経営支援・雇用労働担当部雇用労働課 

    （札幌市中央区北１条西２丁目 札幌市役所 15 階北側） 

  ウ 提出方法 

    電子メール koyou@city.sapporo.jp 

 ⑵ 回答 

   質問に対する回答は、札幌市ホームページで公開する。ただし、質問又は回答の内

容が、質問者の具体的な提案事項に密接に関わるものについては、質問者に対しての

み回答する。 
   なお、質問書以外での問い合わせ及び受付期間以外での質問に対しては、回答しな

い。 
 

10 企画提案への参加意思確認書 

  企画提案への参加を希望する事業者は以下のとおり、企画提案への参加意思確認書（企

画提案様式２）を提出すること。 

 ⑴ 提出期限 

   令和７年２月 25 日（火）12：00【必着】 

⑵ 提出方法 

   直接提出とする。 

⑶ 提出先 

   札幌市経済観光局経営支援・雇用労働担当部雇用労働課 

   （札幌市中央区北１条西２丁目 札幌市役所 15 階北側） 

 ⑷ その他 

   企画提案への参加意思確認書を提出しない場合は、企画提案書の提出を認めないも

のとする。 

 

11 企画提案書の提出 

 ⑴ 提案内容 

   「令和７年度外国人受入・定着支援業務」企画提案仕様書のとおり。 

 ⑵ 提出期限 

   令和７年３月３日（月）12:00【必着】 
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 ⑶ 提出方法 

   直接提出とする。 

⑷ 提出先 

   札幌市経済観光局経営支援・雇用労働担当部雇用労働課 

   （札幌市中央区北１条西２丁目 札幌市役所 15 階北側） 

 ⑸ 提出書類及び部数 

  ア 企画提案提出書（企画提案様式３） １部 

  イ 企画提案書 12 部 

   (ｱ) Ａ４判、片面印刷で 20 ページ以内（表紙及び目次を除く。） 

   (ｲ) 表紙及び目次を除き、ページの通し番号を付すこと。 

   (ｳ) 企画提案書は製本（糊付け又はホッチキス止め）せずに、提出すること。 

   (ｴ) 企画提案書は表紙に提案事業者の名称、事業者の所在地、代表者の記名、責任

者の氏名、電話番号、ＦＡＸ番号及び電子メールアドレスを記載すること。 

   (ｵ) 「対応分野・支援実績等」（企画提案仕様書 別添 2-1～2-5）を提出すること。 

    なお、当該資料については、上記(ア)の 20 ページには含めない。 

  ウ 「企画提案の概要」（企画提案様式４） １部 

    Ａ４判、片面１ページ以内に収まる簡潔な内容とし、文字は９ポイントで固定と

する。 

※ 「対応分野・支援実績等」及び「企画提案の概要」については、電子データ（エ

クセルファイル）を電子メールでも提出すること。 

    電子メール：koyou@city.sapporo.jp 

 ⑹ 提出後の変更 

   提出された書類は、提出後の差し換え、変更又は取消しすることはできない。また

返却には応じない。 

 ⑺ 無効の取扱い 

   次のいずれかに該当する場合には、無効とする。 

  ア 提出された企画提案書等に記載されている文字の判読が困難である場合、又は文

意が不明な場合 

  イ 本実施要領及び企画提案書に従って作成されていない場合 

  ウ 以下 13 に示す企画提案書のプレゼンテーションに参加しなかった場合 

  エ 同一の団体等が２つ以上の企画提案書を提出した場合 

  オ プロポーザル方式による公正な企画提案を妨げた場合 

  カ 次に該当する場合 

    民法（明治 29 年法律第 89 号）第 90 条（公序良俗違反）、第 93 条（心裡留保）、

第 94 条（虚偽表示）又は第 95 条（錯誤）に該当する提案 

 ⑻ その他 

  ア 企画提案を取り下げる場合は、直ちに「取下願」（企画提案様式５）を提出するこ

と。また、企画提案書提出から契約締結までの間に応募資格を満たさなくなった場

合にも、「取下願」を提出すること。 
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  イ 企画提案書の再提出は認めない。 

  ウ 「取下願」の提出があった場合も、既に提出された企画提案書は返却しない。 

 

12 書面審査の実施 

  本事業に企画提案した団体等が５者以上の場合は、以下のとおり企画提案書の書面審

査を行い、上位４位までの企画提案を選定し、企画提案書提出団体等に通知するものと

する。 

  なお、書面審査を実施する場合は、「13 企画提案書のプレゼンテーションの実施」及

び「15 受託者特定等の通知及び契約」の日時を変更することがある。 

 ⑴ 書面審査実施日 

令和７年３月 13 日（木） 

 ⑵ 実施方法 

   委員会による審査とする。 

 ⑶ 書面審査項目 

   応募要件を満たしていない提案は無効とするほか、以下の項目で審査を行う。 

  ア 事業の理解度 

  イ 企画書の体裁 

  ウ 提案の実現性 

  エ 提案の発展性 

 ⑷ 書面審査結果の通知 

   企画提案書提出者全てに、令和７年３月 14 日（金）に審査結果を電話及び書面で通

知する。 

 
13 企画提案書のプレゼンテーションの実施 

  本市の指定する日時に委員会に対し、企画提案書の内容等について、書面審査を通過

した事業者又は応募者が５者未満の場合は応募者全員のプレゼンテーションを実施する。 

⑴ プレゼンテーション実施日 

   令和７年３月 25 日（火）（開始時間については別途連絡する。） 

 ⑵ 実施場所 

   札幌市役所本庁舎 12 階 第４号会議室（札幌市中央区北１条西２丁目） 

 ⑶ 実施方法 

  ア 出席者は３人以内とする。 

  イ 持ち時間は 40 分間（説明 15 分間、質疑 25 分間）とし、本市の指示した時刻から

順次個別に行う。 

  ウ プレゼンテーションに出席しない団体等の提案は、無効とする。 

  エ 事前に提出された企画提案書に基づいて、企画提案すること。当日の資料追加及

びプロジェクタの使用は認めないものとする。 
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14 選定審査の実施及び審査基準 

⑴ 選定審査の実施 

   委員会は、プレゼンテーションの実施後、直ちに別に定める「令和７年度外国人受

入・定着支援業務企画提案審査要領」に基づいて審査を行う。 
⑵ 審査基準 

   企画提案内容について、次のとおり審査を行う。評価に当たっては重点加算方式で

実施する。（合計 100 点） 

   なお、審査に当たっては、最低基準点（60 点）を定める。 

  ア 事業の理解について 

    事業の趣旨・目的に適合しているか。本市についての現状分析は適切か等につい

て、総合的に採点する。 

  イ 事業内容について 

    実現可能な支援内容か。支援内容や支援人数は適切か。実現可能性を裏付ける事

業実績、体制を有しているかについて、総合的に採点する。 

  ウ 広報・情報発信について 

事業全体の広報手法等が適切か、総合的に採点する。 

  エ その他（運営体制、類似事業の受託実績） 

    事業責任者及び配置人員のスキル・経験は適切か。公的機関からの事業受託実績

について、総合的に採点する。 

オ 追加加点 

    企画提案書の提出締切日時点において提案事業者が札幌 SDGs 企業登録制度の登

録企業である場合は、本業務と SDGs との親和性を考慮し、委員全員の合計評点に対

して５点加点することとする。ただし、上記審査項目をもって満点評価となった提

案事業者については加点しない。 

 
15 受託者特定等の通知及び契約 

  委員会において、選定審査の結果、基準点以上の得点を得た団体等の中から上位２者

を受託予定者として選定する。また、企画提案提出事業者が２者であっても、最低基準

を満たしている場合は、受託予定者とする。なお、全事業者が最低基準点に達しなかっ

た場合は、選定を行わない。 

  選定した団体等については事例集デザイン・印刷の有無を記載した決定通知を、落選

した団体等には落選通知を送付する。 

 ⑴ 通知日 
   令和７年３月下旬 

 ⑵ 選定結果についての疑義申立て 

  ア 評価対象者は、自らの評価に疑義があるときは、選定結果の通知を受けた日の翌

日から起算して３日（土日・祝日を除く。）以内に、書面により自らの評価について

疑義の申立てをすることができる。ただし、直接提出するものとし、送付や電送に

よるものは受付しないこととする。 
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  イ 疑義の申立てに対する回答は、申立てのあった日から起算して５日（札幌市の休

日を定める条例で規定する休日を除く。）以内に、書面により回答する。 

  ウ 疑義の申立ての提出先及び受付時間は次のとおりとする。 

   (ｱ) 提出先 

     札幌市経済観光局経営支援・雇用労働担当部雇用労働課 

    （札幌市中央区北１条西２丁目 札幌市役所 15 階北側） 

   (ｲ) 受付時間 

     ８時 45 分から 17 時 15 分まで（土日・祝日を除く。） 

 ⑶ 対象業務の委託 
  ア 原則として、委員会で選定された受託予定者へ当該業務を委託する。 
  イ 札幌市は、選定した受託予定者と別途指名見積合せを実施し、契約金額を確定し

た後に契約を締結する。 
  ウ 選定した受託予定者が委託契約を辞退した場合は、企画提案の審査で次点の評価

を受けた団体等を選定する。ただし、次点の評価を受けた団体等が、基準点に満た

ない場合は選定しない。 

 
16 注意事項 

 ⑴ 企画提案に要する費用は、全て企画提案者の負担とする。 

 ⑵ 委託者と受託者との契約内容は、企画提案された内容を踏まえ、協議のうえ決定す

る。なお、協議が整わない場合は、受託者を変更することがある。 

 ⑶ 企画提案に参加する団体等が不穏な行動をするとき又は公正に執行することが困難

であると認めるときは、プロポーザル方式による企画提案の実施を延期又は取り止め

ることがある。 

 ⑷ 委託業務の一部を第三者に委託し又は請け負わせてはならない。ただし、委託業務

の性質上特に札幌市がやむを得ないと認めた場合は、この限りではない。 

 ⑸ 本事業に係る契約書については、「契約書（案）」に基づいた内容とする。 

 ⑹ 審査の結果、優秀企画上位２案の提出企業を受託予定者として選定する。実際の委

託業務の内容については、提案した企画の内容を基本とし、詳細は札幌市と受託者の

協議により決定する。 


